
◆障害者就業・生活支援センター事業 

《目 的》 

障がい者の就業の促進を図るため、雇用、保健福祉、教育等の関係機関と連携をはかりながら、

職場実習の斡旋、就職先の開拓、職場定着支援等の就業面の支援と就業に伴う生活面の支援を一

体的に行うことを目的とする。 

《沿 革》 

  平成２１年４月１日 障がい者就業支援センター事業委託（岩手県より委託） 

  平成２２年４月１日 障害者就業・生活支援センター事業委託（岩手労働局（国）より委託） 

１．事業の概要 

 （１）営業日及び時間 

  月～土曜日は 9：00～17：00まで、10月までは就業支援担当者 2.3名、生活支援担当者１

名、11月以降は就業支援担当者 3 名、生活支援担当者 1 名で事業に対応した。障がい者の就

業等に係る相談対応、一般企業への職場実習の斡旋、地域企業への就職開拓などを行った。ま

た、在職中の障がい者に対しては、職場定着に係る相談や支援等を行い、受入企業について

は、職場定着に係る助言や支援等を行った。 

 （２）対象者 

   気仙地域（大船渡市・陸前高田市・住田町）に在住の就職を希望している障がい者、在職 

中の障がい者。また、その家族や障がい者を受け入れる企業等。 

 （３）事業内容 

   ①就職希望のある障がい者への相談対応、指導・助言など 

   ②関係機関との連絡調整 ③職場実習の斡旋 ④企業への就職開拓 

   ⑤就職に向けた支援（就業・生活支援等）⑥職場定着に係る支援（就業・生活支援等） 

   ⑦就労支援に関する支援ネットワークの構築 ⑧在職者交流会の実施  

⑨ピアサポート活動の実施 ⑩その他必要な支援等  

２．支援対象障がい者の状況 

（１）登録状況（障がい種別、就業状況）  

 身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

在職中 22 (4) 75 (1) 44 5 146 

求職中 11 (5) 47 (0) 56 9 123 

その他 2 (0) 4 (0) 2 2 10 

合 計 35 (9) 126 (1) 102 16 279 

（２）令和 4年度中に新規に登録した障がい者の数               

（３）令和 4年度新規求職者数（延べ人数） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の障がい 合 計 

4 10 26 5 45 

（４）上記(1)の登録者のうち法人内施設の利用者の割合       割 

 

（５）支援対象障がい者（登録者）の居住地の状況 

①同一市区町村内 191 

29 

1.9 

 



②同一障害保健福祉圏域内(①を除く) 82 

③上記①及び②以外 6 

合計 279 

（６）上記(2)の新規登録者の利用経路 （支援センターを利用するに至った経緯(経路)） 

①ハローワーク 5 

②地域障害者職業センター 0 

③特別支援学校 3 

④就労移行支援事業所 0 

⑤上記④以外の福祉サービス事業所 6 

⑥福祉事務所、市町村役場等行政機関 5 

⑦直接利用 （家族を含む） 3 

⑧上記以外  7 

合計 29 

３．障がい者に対する支援の実施状況 

（１）支援対象障がい者に対する相談・支援 

① 支援対象障がい者に対する相談・支援件数(手段別) 

センターへの来所 （本人のほか、家族等も含む） 483 

電話・Fax・e-mail（本人、家族等からの電話のほか、センターからの電話も含

む） 
1,027 

職場訪問  (定着支援のほか、職場実習支援を含む) 198 

家庭・利用施設への訪問 144 

その他（ハローワークへの同行訪問、各種手続きの支援、ケース会議への参加

等） 
165 

合        計 2,017 

② 支援対象障害者に対する相談・支援件数(内容別) 

  身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

就職に向けた相談・支援 127 163 263 73 626 

職場定着に向けた相談・支援 29 159 101 31 320 

日常生活、社会生活に関する相談・支援  38 363 253 28 682 

就業と生活の両方にわたる相談・支援 27 196 114 52 389 

合   計 221 881 731 184 2,017 

（２）個別支援計画の作成状況 

身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

0 1 1 0 2 

 

（３）地域障害者職業センターへの職業評価依頼件数 

身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

0 0 0 0 0 

（４）併設施設又は提携施設における基礎訓練の実施状況 



身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

3 10 8 0 21 

（５）職業準備訓練のあっせん状況 

身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

0 0 0 0 0 

（６）職場実習のあっせん状況 

  身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

Ｘ．職場実習（３日以上 4ヵ月以

内） 
1 7 4 3 15 

Ａ．地域障害者職業センター、職

場適応援助者助成金によるジョ

ブコーチ雇用前支援 

0 0 0 0 0 

Ｂ．職場適応訓練（一般、短期） 0 0 0 0 0 

Ｃ．障害者委託訓練「実践能力習

得訓練コース」、「知識・技能習得

訓練コース（職場実習組込型）」 

0 0 0 0 0 

Ｄ．精神障害者社会適応訓練 0 0 0 0 0 

Ｅ．都道府県又は市町村が独自

施策として講じている職場実習

制度 

0 0 0 0 0 

合計 1 7 4 3 15 

◎ 今年度実習先企業 

 ・いわて銀河農園 ・メイクモリシタ ・スリーランドシーフーズ  

・ルートイン大船渡 ・成仁会 ・ハローワーク大船渡         等 

（７）各種就業支援制度の活用状況 

  身体障がい 知的障がい 精神障がい その他 合計 

① 地域障害者職業センター、

職場適応援助者助成金によ

るジョブコーチ支援  

0 0 0 0 0 

② 障害者試行雇用(トライアル

雇用)事業 
0 1 2 0 3 

③ その他の就業支援制度 0 0 1 0 1 

合    計 0 1 3 0 4 

（８）支援対象障がい者の就職件数 

① 一般事業所への就職件数 （※1ヵ月以上の雇用） 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

一般  (30時間以上） 3 (0) 7 (0) 6 0 16 

短時間① (20 時間以 0 (0) 2 (0) 4 0 6 



上 30時間未満） 

短時間② (20 時間未

満) 
0 (0) 1 (0) 2 0 3 

合計 3 (0) 10 (0) 12 0 25 

② 就労継続支援雇用型事業所、福祉工場への就職件数    0 件 

③ 上記①②以外の就職件数                0 件 

◎今年度就職先企業 

・メイクモリシタ ・三陸ラボラトリ ・いわて銀河農園 ・典人会 ・碁石給食 

・いわて銀河農園 ・スリーランドシーフーズ ・大洋会 ・いすゞ自動車 等 

（９）職場定着支援の実施状況 

① 職場訪問による職場定着支援の実施件数          件 

② 就職した者のうち、就職後 6ヶ月時点の在職者数 

Ａ.令和 3年 4月 ～ 令和 4年 3月までの就職件数 

 身体障がい 知的障がい 精 神 障 が

い 

その他の

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

一般  (30時間以上） 1 (0) 7 (0) 9 0 17 

短時間① (20 時間以

上 30時間未満） 
3 (1) 1 (0) 6 1 11 

短時間②(20 時間未

満) 
1 (0) 0 (0) 2 2 5 

合  計 5 (1) 8 (0) 17 3 33 

Ｂ.上記Ａのうち就職後 6ヶ月経過時点での在職者数 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の 

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

合  計 3 (0) 6 (0) 13 2 24 

Ｃ.6ヶ月経過時点の定着率（Ｂ／Ａ） 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の 

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

合  計 60.0% 0% 75.0% 0% 76.5% 66.7% 72.7% 

Ｄ.上記Ａのうち就職後１年経過時点での在職者数 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい 

    

その他の 

障がい  
合 計 

  (重度)  (重度) 

合計 3 (0) 6 (0) 10 2 21 

Ｅ.１年経過時点の定着率（Ｄ／Ａ） 

 身体障がい 知的障害 精神障がい その他の 

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

合計 60.0% 0% 75.0% 0% 58.8% 66.7 63.6% 

４．事業主に対する雇用管理に関する支援の実施状況 

（１）相談・支援を行った事業所数             事業所 

247 

 

73 

 



（２）相談・支援件数(手段別) 

① センターへの来所 56 

② 電話     （FAX、e-mail等を含む） 280 

④ 企業訪問  （職場開拓、職場定着支援、雇用啓発等を含む） 179 

⑤ その他  33 

合    計     548 

（３） 内容別の相談・支援件数 

①雇入れに関する相談・支援 131 

②雇用する障がい者の職場適応・職場定着に関する相談・支援 

 （社内の対人関係・コミュニケーション、作業効率、作業態度等） 
247 

③ 雇用する障がい者の生活面に関する相談・支援 170 

④ 障がい者の雇用支援制度に関する相談・支援 0 

⑤ その他   0 

合   計 548 

５．関係機関との連絡会議の開催状況 

（１）開催回数（個別のケース会議を除く。） 

① センターが主催  9回 ② 他機関が主催するものへの参加   34回 

６．追加調査 

 （１）新規登録者を除く新年度開始時点（令和４年４月１日現在）の登録状況 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい その他の

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

在職中 19 (4) 74 (1) 45 4 142 

求職中 8 (3) 34 (0) 38 9 89 

その他 3 (0) 12 (0) 2 2 19 

合 計 30 (7) 120 (1) 85 15 250 

 

 

（２）令和４年度中に新規に登録した支援対象者数の内訳 

 身体障がい 知的障がい 精神障が

い 

その他の

障がい 
合 計 

 (重度)  (重度) 

在職中 1 (0) 1 (0) 4 1 7 

求職中 2 (1) 1 (0) 11 3 17 

その他 1 (0) 3 (0) 0 1 5 

合 計 4 (1) 5 (0) 15 5 29 

７．研修会・会議等の参加状況   

月 日 研 修 会 名 場 所 参加者名 

4 8 

  

令和 4 年度第 1回岩手県障害者就業・生活支援センター連

絡協議会幹事会 

WEB 

 

戸羽 

黄川田 



4 21 令和４年度岩手県障害者就業・生活支援センター連絡協議

会第 1回総会及び研修会 

盛岡市 戸羽 

黄川田 

鈴木、高橋 

菅野（大） 

5 31 令和 4年度ジョブコーチ支援事業推進協議会 WEB 黄川田 

7 13～15 主任就業支援担当者研修 WEB 黄川田 

8 19 第 1回沿岸情報交換会 WEB 菅野（大） 

9 8 令和 4 年度第 2回岩手県障害者就業・生活支援センター連

絡協議会職員研修会 

WEB 戸羽 

黄川田 

鈴木、高橋 

菅野（大） 

10 17 令和 4 年度障害者就業・生活支援センター北海道東北ブロ

ック経験交流会議 

WEB 

 

黄川田 

11 29～ 就業支援担当者研修 WEB 鈴木 

12 2 

12 7 令和 4年度障がい者雇用支援事業 

障がい者雇用促進セミナー 

金ヶ崎町 菅野 

（亨） 

12 17～18 就労支援フォーラム NIPPON2022 WEB 鈴木 

12 8～21 相談支援・就業支援セミナー 

※オンデマンド配信を左記の都合良い時間帯に視聴 

WEB 黄 川 田 

他 

1 17 令和 4 年度第 2回岩手県障害者就業・生活支援センター連

絡協議会幹事会 

WEB 

 

戸羽 

黄川田 

2 16 令和４年度岩手県障害者就業・生活支援センター連絡協議

会第 2回総会及び職員研修会 

WEB 戸羽 

黄川田 

鈴木、高橋 

菅野（亨） 

＊ その他、支援会議、光陵支援学校運営協議会、就労部会、ユニバーサル就労支援センター・

シルバー人材センターとの情報交換会等への出席など 

 

８．まとめ 

  昨年度は例年以上に就職者の数が多かったことから、定期の来所面談による定着支援に力を

入れた。結果、登録者から発信の相談も増え、気持ちを受け止めることで就職から半年後の職

場定着率 64.0%から 72.7%に向上した。 

  今年度の求職者の状況としては、昨年度就労準備性が整っている方の多くが就職されたこと

もあり、就労準備性が整っていない方が多かった。その結果、就労継続支援 B 型事業所へつな

ぐ、自己理解についての継続的な面談を取り組むケースも増えている。また、連絡が取れなく



なってしまう方も珍しくなかった。 

  一方で企業の状況としては、登録者が希望する業種（スーパー、ドラッグストア、清掃等）

の企業においては既に法定雇用率が達しているため新たに雇い入れする予定がないことが多い。

そのため、企業とのマッチングが上手いかず求職活動が長引くことも増えている。 

上記のように登録者の就労準備性が整っていないことと、企業とのマッチングが上手く行か

ないことなどから職場実習の件数については伸び悩んでいる。 

  これらのことは、当センターのみの努力だけで解決が難しい地域課題となっているため、他

機関とその課題を共有しながら解決に向けて検討して行く必要がある。 


